仕 様 書

１　件名
京都市児童館非常用照明修繕（２施設）

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年９月３０日（水）まで

３　履行場所
	1
	安井児童館
	京都市右京区太秦安井柳通町9－4

	2
	嵯峨小学校放課後ほっと広場
	京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町３５－１　嵯峨小学校内



４　履行内容
　　令和７年度に実施した建築基準法第１２条に基づく定期点検において指摘を受けた非常用照明について、照明器具の取替や電池交換等により修繕を行うもの。現状使用品と同等品可。
　　各施設における要修繕箇所数は以下のとおり。
	
	施設名
	要修繕箇所数

	1
	安井児童館
	７箇所

	2
	嵯峨小学校放課後ほっと広場
	１箇所

	
	８箇所



５　留意事項等
　・見積書作成にあたって、現地確認が必要な場合、事前に各施設と日程調整が必要ですので、担当
（藤田・簑内（075-222-3987））まで連絡をお願いします。なお、現地確認の日程調整には、日
を要する場合があります。また、下見に必要な物品（脚立等）がある場合は持参をお願いします。
　・仕様書の内容について、各施設ではお答えできかねますので、質問がある場合は担当（藤田・簑
内（075-222-3987））までご連絡ください。
・見積書には、施設ごとに使用する資材の品名・品番が分かるよう記載してください。
　・業務実施日時については、契約後、速やかに日程調整することとします。
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